
様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

平成２７年 ６月１９日 

 

大分県知事 広瀬 勝貞 殿 

 

提出者                   

住 所 日田市田島二丁目６番１号     

氏 名 日田市長 原田 啓介       

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 ０９７３－２３－３１１１    

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  日田市浄化センター 

事 業 場 の 所 在 地  日田市南友田町７１７番地１ 

計 画 期 間  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 

①事 業 の 種 類 下水道処理維持管理業 

②事 業 の 規 模 
年間放流水量 ５，５８４，３３０ /年（平成２６年度実績） 

発生汚泥量 ２，７１８ｔ/年(平成２６年度実績） 

③従 業 員 数 ２１人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

水処理施設 

  

汚泥脱水設備 

  

 
 

  

        

汚泥濃縮設備 

  

脱水汚泥 

 

 セメント原料  

又は堆肥原料 

  
  

搬出 

       (処理業者(２社)) 

消化タンク 
  

天日乾燥汚泥 
  

    
 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

(第２面)  

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 
日田市長 

(最高責任者） 
      

         

土木建築部長       

         

浄化センター場長 

廃棄物処理総括責任者 

      

     （産業廃棄物処分業者） 

三菱マテリアル㈱九州工場         

下水道課 施設係 
  （産業廃棄物収集・運搬業者） 

㈱合谷産業運輸 

   

     
        

（産業廃棄物処分業者） 

㈱井上政商店 (維持管理業者） 

㈱日本管財環境サービス 
     

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

①現状 

【前年度（２６年度）実績】       

産業廃棄物の種類 下水汚泥 ― 

排 出 量 ２，７１８ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 産業廃棄物（下水汚泥）の処理には、多額の費用がかかっているた

め、各機械の保守点検や運転管理には注意を払い、特に脱水機で使用

する高分子凝集剤の使用量や廃棄物の排出の抑制に取り組んでいる。 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 下水汚泥 ― 

排 出 量 ２,８３０ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

機械の保守点検等には注意を払っており、日常点検や月点検・年点検

の実施に加えて、汚泥消化のための適正温度管理や凝集剤の注入率の

管理により産業廃棄物発生量の抑制に努めている。 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

産業廃棄物は下水汚泥しか発生しないので分別に関する事項はない。 

 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

同上 

 

 



（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

①現状 

【前年度（     年度）実績】 

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

①現状 

【前年度（     年度）実績】  

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

 



（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

①現状 

【前年度（     年度）実績】 

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 ― ― 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ①現状 

【前年度（２６年度）実績】  

産業廃棄物の種類 下水汚泥 ― 

全 処 理 委 託 量 ２，７１８ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
１，４２８ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
１，２９０ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

１００％再生利用することのできる処分業者に処分を委託する。 

 

 

 

 

 

 

 



（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 下水汚泥 ― 

全 処 理 委 託 量 ２，８３０ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
１，４４０ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
１，３９０ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 現在においても再生利用を目的とした業者と産業廃棄物の処理に

ついて委託契約を締結しており、今後も再生利用を目的とする処理業

者としか契約を締結しないようにしている。 

 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   


